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別表 3 ルクセンブルク ※規制のうち主にモビリティに関わる主要なものを抜粋 

規制内容 
規制の概要 

2020 年 3 月 12 日～ 2020 年 4 月 20 日〜 
（出口戦略フェーズ１） 

2020 年 5 月 11 日〜 
（出口戦略フェーズ 2） 

2020 年 5 月 25 日〜 
（出口戦略フェーズ 3） 

国境を超える移
動・旅行 

3 月 18 日より EU 市民や配偶者・国境を超え
る通勤者等例外を除く第三ヶ国民の入国を禁
止 
3 月 23 日深夜より空港閉鎖、陸路はいくつか
の検問を除き閉鎖。 

同左 同左 5 月 29 日より旅客機運行再開 

外出制限 
3 月 16 日深夜より生活必需品の買い物など
必要不可欠な外出を除き外出制限。 

同左。公共交通機関におけるマスク着用義務
の導入。 

外出制限の緩和。 同左 

集会・イベント 
3 月 16 日深夜より全て禁止。 結婚式及び葬式は 20 人以下に限り許可。 （屋外）20 人以下 

（屋内）6 人以下 
同左 

企業活動・職場 
3 月 16 日深夜より可能な限り在宅勤務への切
り替え。 

建設現場、庭師・造園業者、リサイクルセンタ
ーの再開。 

同左 
同左 

娯楽施設 3 月 16 日深夜より閉鎖。 同左 同左 同左 

飲食店 
3 月 16 日深夜よりテイクアウト・デリバリーを
除き閉鎖。 

同左 同左 5 月 27 日よりマスク着用義務のもと再開 

商業施設 

3 月 16 日深夜より生活必需品（食料品、薬
局、ペット用品、通信関係、衛生商品、ガソリ
ン・燃料、キオスク、クリーニング、葬儀、ドライ
ブインでの非食品販売等）を除き閉鎖。 

同左 同左 5 月 29 日よりマスク着用義務のもと再開 

スポーツ関係 3 月 16 日深夜より全て中止 同左 同左 5 月 29 日より予約制で再開 

文化関係 
3 月 16 日深夜より宗教施設を除き閉鎖。 （記載なし） 公衆衛生措置の導入を条件に一部再開 5 月 29 日より予約制で再開（映画館のみ閉鎖

継続） 
病院・介護施設等 (記載なし) (記載なし) (記載なし) (記載なし) 

教育施設・保育施
設等 

3 月 12 日より閉鎖。 教育支援・援助活動（児童・家庭支援サービ
ス、特別な精神・教育的ケアを行うコンピテン
ス・センター、退学寸前の子どもたちのための
措置）の再開。 
5 月 4 日から高校の上級学年及び大学のイン
ターンシップ及び実習の再開（1 週間ごとの交
代登校制） 

高校の全ての学年の再開（1 週間ごとの交代
登校制、任意で抗原検査実施） 

初等教育及び幼稚園・保育園の再開（1 週間
ごとの交代登校制、任意で抗原検査実施） 

罰則措置 
3 月 18 日より外出制限違反は罰金及び/又は
禁錮 

同左 同左 同左 

根拠法令 Le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 同左 同左 同左 

出典 

https://gouvernement.lu/en/actualites/toute
s_actualites/communiques/2020/03-mars/15-
nouvelles-mesures-coronavirus.html 
https://gouvernement.lu/en/actualites/toute
s_actualites/communiques/2020/03-mars/16-
rappel-covid19.html 
https://gouvernement.lu/en/actualites/toute
s_actualites/communiques/2020/03-mars/18-
suspension-ecoles.html 

https://gouvernement.lu/en/actualites/toute
s_actualites/communiques/2020/04-avril/20-
strategie-sortie.html 
https://gouvernement.lu/en/actualites/toute
s_actualites/articles/2020/04-avril/16-
meisch-reprise-cours.html 

https://gouvernement.lu/en/actualites/toute
s_actualites/communiques/2020/04-avril/28-
strategie-deconfinement-sante-
recherche.html 

https://gouvernement.lu/en/actualites/toute
s_actualites/communiques/2020/04-avril/20-
strategie-sortie.html 
https://today.rtl.lu/news/luxembourg/a/151
8520.html 
https://unric.org/fr/covid-19-cafes-
restaurants-et-salles-de-sport-rouvrent-au-
luxembourg/ 
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規制内容 
規制の概要 

2020 年 7 月 17 日～ 
（再制限） 

2020 年 7 月 25 日～ 
（再制限） 

2020 年 9 月 22 日〜 
 

2020 年 10 月 30 日〜 
（再制限） 

国境を超える移
動・旅行 

（6 月 20 日より指定する国からの旅行客を 6 ヶ
月以内の回復証明又は陰性証明の提示を条
件に許可） 

同左 同左 同左 

外出制限 

個人がその責任に基づき適切な行動を取るこ
とを前提とする「個人の責任原則（Le principe 
de la responsabilité individuelle）」の導入 

（記載なし） 陽性者の自己隔離期間を 14 日から 10 日へ
短縮。陽性者の濃厚接触者（15 分以上マスク
なし 2ｍ以内で接触）は 7 日間の自己隔離。フ
ェイスシールドの禁止。 

23:00～6:00 までの外出制限 

集会・イベント 

（屋内）10 人以下 
屋内で開催される見本市、展示会等の禁止。 

屋内（自宅）、屋外（公園）を問わず、私的な集
まりの上限は 1 世帯＋10 人（「+10 ルール」）。 
公園や湖など屋外の公共空間で 10 人を超え
る人が集まる場合は、最低でも 2 メートルの距
離をとって着席する。2m の距離が保てない場
合は、マスクの着用義務。 

同左 （私的な集まり）1 世帯＋4 人以下（「+4 ルー
ル」） 
屋外や公的な集まりで 4 人以上集まる場合は
マスク着用の義務。 

企業活動・職場 （記載なし） 採用のためのインターンシップは維持。 （記載なし） （記載なし） 
娯楽施設 ディスコの閉鎖。 （記載なし） （記載なし） （記載なし） 

飲食店 
1 テーブル上限 10 人、飲食時は着席義務、
離席時のマスクの着用、テーブル間の距離確
保。 

同左、レストラン及びバーは 24 時閉店。 同左 1 テーブル上限 4 人、1 店舗最大 100 名。23
時閉店義務。 

商業施設 
（記載なし） （記載なし） （記載なし） 400 ㎡以上の商業施設は顧客数を 10 ㎡につ

き 1 人に制限。 

スポーツ関係 
エリートスポーツを除き身体接触を伴うス
ポーツは禁止。 

（記載なし） （記載なし） 4 人以上のグループでのスポーツの禁止（学
校の活動やエリートスポーツは例外）。 

文化関係 
プロ以外の対面活動を禁止。子供が遊ぶため
の施設については、室内では 6 歳以上はマス
ク着用義務。 

（記載なし） （記載なし） （記載なし） 

病院・介護施設等 （記載なし） （記載なし） （記載なし） （記載なし） 
教育施設・保育施

設等 
（記載なし） （記載なし） （記載なし） （記載なし） 

罰則措置 
上記制限に従わない場合は 4,000€以下の罰
金 

自己隔離義務違反は 25～500€の罰金。商業
サービス提供者による度重なる悪意の違反は
罰金 8000€及び 3 か月間の免許取り消し。 

フェイスシールドのみ着用の場合は罰金。 個人への罰金の最低額を 100€に引き上げ。 

根拠法令 
Loi du 24 juin 2020 
Loi du 17 juillet 2020 

Loi du 24 juillet 2020 Loi du 23 septembre 2020 Loi du 29 octobre 2020 

出典 

https://gouvernement.lu/en/actualites/toute
s_actualites/communiques/2020/07-
juillet/19-mesures-covid.html 
https://www.chd.lu/wps/portal/public/Accue
il/Actualite/ALaUne/?current=true&urile=wc
m%3Apath%3Aactualite.public.chd.lu/ST-
www.chd.lu/sa-actualites/d2175fe8-e56c-
429c-89d9-47b175b31105 

https://www.chd.lu/wps/portal/public/Accue
il/Actualite/ALaUne/?current=true&urile=wc
m:path:actualite.public.chd.lu/ST-
www.chd.lu/sa-actualites/a9d9ac09-0327-
4d17-b20d-59f83e500241 
https://www.chd.lu/wps/portal/public/Accue
il/Actualite/ALaUne/?current=true&urile=wc
m%3Apath%3Aactualite.public.chd.lu/ST-
www.chd.lu/sa-actualites/66986536-094a-
4230-b3e7-7d94fa9462f8 

https://www.chd.lu/wps/portal/public/Accue
il/Actualite/ALaUne/?current=true&urile=wc
m:path:actualite.public.chd.lu/ST-
www.chd.lu/sa-actualites/6ad4cb11-4e33-
49e9-ad67-de1a4e03a3a7 

https://www.chd.lu/wps/portal/public/Accue
il/Actualite/ALaUne/?current=true&urile=wc
m:path:actualite.public.chd.lu/ST-
www.chd.lu/sa-actualites/b1adcac6-fa81-
406d-8c00-3ee6c5e130a5 
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規制内容 
規制の概要 

2020 年 11 月 26 日～ 
（再制限） 

2020 年 12 月 26 日～ 
（再制限） 

2021 年 1 月 11 日 
（制限の延長） 

2021 年 2 月 2 日 
（制限の延長） 

国境を超える移
動・旅行 

11 月 27 日より一般客のホテル宿泊禁止。 同左 同左 ホテル等宿泊施設の再開。 

外出制限 
同左 21:00～6:00 までの外出制限、公共空間にお

ける飲酒の禁止 
23:00～6:00 までの外出制限 同左 

集会・イベント 

（私的な集まり）1 世帯＋2 人以下（「+2 ルー
ル」） 
（公的な集まり） 
4 人以上 10 人未満：マスク着用、2m のソーシ
ャルディスタンス維持を条件に許可。 
11 人以上 100 人未満：指定位置での着席及
びマスク着用を条件に許可。 
100 人以上は不可（デモは例外とする）。 

同左 同左 同左 

企業活動・職場 （記載なし） 可能な限り在宅勤務への切り替え。 同左 同左 
娯楽施設 閉鎖 同左 同左 同左 
飲食店 テイクアウト・デリバリーを除き閉鎖。 同左 同左 同左 

商業施設 

400 ㎡以上のショッピングモールは人数制限
を実施（10 ㎡につき 1 人）。ショッピングモー
ルは、法案施行後 3 営業日以内に公衆衛生
計画を保健当局に提出、承認を得る必要があ
る。店舗内における飲食は禁止。 

生活必需品を扱う店舗を除き閉鎖（オンライン
で購入した品物の屋外での購入品のピックア
ップは可）。 

同左 公衆衛生措置の導入を条件に再開（売り場面
積に関係なく、10 ㎡あたり 1 人に限る） 

スポーツ関係 

屋外のスポーツ施設を除き閉鎖。4 人以上の
グループでスポーツを行うことは禁止（エリート
スポーツを除く） 

屋外施設も閉鎖。ただし屋外で 1 世帯+2 名ま
で体を動かすことができる。エリートスポーツは
例外とする。 

公衆衛生措置の導入を条件に再開。10 人以
上のグループでスポーツを行うことは禁止（エ
リートスポーツを除く） 

スポーツ施設は面積当たりの人数を条件に再
開。個人で行うスポーツ活動では 1 人あたり
15 ㎡以上、2 人までで行う活動では 50 ㎡以
上、3 人から 10 人までで行う活動では 1 人当
たり 30 ㎡以上の面積を必要とする。 

文化関係 

美術館・博物館、アートセンター、図書館、国
立公文書館を除き閉鎖。宗教施設は引き続き
オープンしているが、クリスマスミサはオンライ
ンを推奨。 

国立公文書館、図書館を除き閉鎖。ただし当
該施設も利用できるのは研究者に限る。 

公衆衛生措置の導入を条件に再開。 （記載なし） 

病院・介護施設等 （記載なし） （記載なし） （記載なし） （記載なし） 

教育施設・保育施
設等 

（記載なし） 幼稚園の閉鎖。学校教育は冬休み後の 1 週
間は遠隔授業を実施。 

初等教育及び中等教育の学校再開。一部学
年については、対面式と遠隔式の学習を交互
に行う。 

（記載なし） 

罰則措置 
事業者が違反した場合、上限 4000€までの罰
金 

個人の制限違反に対する罰則強化 同左 
同左 

根拠法令 Loi du 25 novembre 2020 Loi du 24 décembre 2020 Loi du 9 janvier 2021 Loi du 29 janvier 2021 

出典 

https://www.chd.lu/wps/portal/public/Accue
il/Actualite/ALaUne/?current=true&urile=wc
m:path:actualite.public.chd.lu/ST-
www.chd.lu/sa-actualites/dac06abf-e621-
4e87-a440-9efeb18e628c 
https://www.chd.lu/wps/portal/public/Accue
il/TravailALaChambre/Recherche/RoleDesAff
aires?action=doDocpaDetails&backto=/wps/p
ortal/public/Accueil/Actualite&id=7694 

https://www.wort.lu/fr/luxembourg/ces-
nouvelles-restrictions-qui-ne-passent-pas-
5fe35a4fde135b9236598fd0 
https://www.chd.lu/wps/portal/public/Accue
il/Actualite/ALaUne/?current=true&urile=wc
m%3Apath%3Aactualite.public.chd.lu/ST-
www.chd.lu/sa-actualites/bb93b103-d1bc-
415d-9d6f-e3fdd73f2186 

https://www.chd.lu/wps/portal/public/Accue
il/Actualite/ALaUne/?current=true&urile=wc
m%3Apath%3Aactualite.public.chd.lu/ST-
www.chd.lu/sa-actualites/f7a5b03e-010f-
452d-8ceb-7139800fe2c4 
https://www.chd.lu/wps/portal/public/Accue
il/Actualite/ALaUne/?current=true&urile=wc
m%3Apath%3Aactualite.public.chd.lu/ST-
www.chd.lu/sa-actualites/35075588-3e2e-
4f0e-9088-25bb7948f5b1 

https://www.chd.lu/wps/portal/public/Accue
il/Actualite/ALaUne/?current=true&urile=wc
m%3Apath%3Aactualite.public.chd.lu/ST-
www.chd.lu/sa-actualites/30ab5234-90b5-
43e7-9267-f82a24730f87 



128 
 
 

規制内容 
規制の概要 

2021 年 4 月 7 日～ 
（緩和） 

2021 年 4 月 23 日～ 
（再緩和） 

2021 年 5 月 15 日～ 
（再緩和） 

2021 年 6 月 13 日～ 
（Covidcheck の導入と緩和） 

国境を超える移
動・旅行 

（指定する国からの旅行客をワクチン接種証
明又は 6 ヶ月以内の回復証明又は陰性証明
の提示を条件に許可） 

同左 同左 ワクチン 2 回接種済者及び回復者は自己隔
離の免除。 

外出制限 同左 同左 0：00～6：00 までの外出制限 夜間外出制限の終了。 

集会・イベント 

同左 同左 （私的な集まり）1 世帯＋4 人以下（「+4 ルー
ル」） 
条件付きで最大 1000 人までのイベントを許
可。 

（私的な集まり）1 世帯＋10 人以下（「+10 ルー
ル」） 
（公的な集まり） 
【ワクチン接種確認アプリ Covidcheck 未導入
時】 
10 人以上 50 人未満：マスク着用、2m のソー
シャルディスタンス維持を条件に許可。 
50 人以上 300 人未満：指定位置での着席及
びマスク着用を条件に許可。 
【Covidcheck 導入時】 
10 人以上 300 人未満：ソーシャルディスタンス
及びマスク着用義務なし。 
300 人以上 2000 人未満：公衆衛生計画を条
件に開催可 

企業活動・職場 （記載なし） （記載なし） （記載なし） （記載なし） 
娯楽施設 同左 同左 同左 （記載なし） 

飲食店 

6:00～18:00 の時間帯で屋外席の再開。ただ
し 1 テーブルにつき 1 世帯または「＋2 名ル
ール」以内、テーブル間の距離は最低 1.5ｍ。 

 6：00～22:00 まで、陰性証明を条件として屋内
席も再開。ただし 1 テーブル計 4 名まで。 

25 時営業終了。 
【Covidcheck 未導入店舗】 
屋内席：1 テーブル最大 4 名、テーブル間の
距離は最低 1.5ｍ。着席時以外はマスク着用
義務。 
屋外席：1 テーブル最大 10 名、他同上。 
【Covidcheck 導入店舗】 
屋内及び屋外共にテーブル人数制限なし、テ
ーブル間距離及びマスク着用義務なし。 

商業施設 同左 同左 同左 （記載なし） 

スポーツ関係 

同左 人数制限を最大 100 人まで緩和（2m のソーシ
ャルディスタンス維持及び 10 ㎡あたり 1 人が
条件）。スポーツ大会をアマチュアの個人競技
に拡大（団体競技は引き続き禁止）。大会参加
者は抗原検査を義務とする。 

同左 1 人以上 10 人未満：制限なし 
【Covidcheck 未導入時】 
10 人以上： 10 ㎡あたり 1 人 
【Covidcheck 導入時】 制限なし 

文化関係 

同左 10 人までのグループ演奏の再開。ミュージカ
ルは 2m のソーシャルディスタンス維持の上、
座席指定で開催可。 

同左 1 人以上 10 人未満：制限なし 
【Covid-check 未導入時】 
最大 50 名、2m のソーシャルディスタンス維持 
【Covid-check 導入時】 制限なし 

病院・介護施設等 
（記載なし） （記載なし） （記載なし） ワクチン未接種の医療従事者、訪問者に対し

週 3 回抗原検査義務導入。 
教育施設・保育施

設等 
（記載なし） （記載なし） （記載なし） （記載なし） 

罰則措置 同左 同左 同左 同左 

根拠法令 Loi du 2 avril 2021 Loi du 23 avril 2021 Loi du 14 mai 2021 Loi du 12 juin 2021 

出典 

https://www.chd.lu/wps/portal/public/Accueil/Actualite/AL

aUne/?current=true&urile=wcm:path:actualite.public.chd.lu/S

T-www.chd.lu/sa-actualites/a990e7ce-5153-41ea-830b-

0ea2d54851d5 

https://www.chd.lu/wps/portal/public/Accueil/Actualite/AL

aUne/?current=true&urile=wcm:path:actualite.public.chd.lu/S

T-www.chd.lu/sa-actualites/813d8533-fb09-4878-b42d-

1a5cff083780 

https://www.chd.lu/wps/portal/public/Accueil/Actualite/AL

aUne/?current=true&urile=wcm:path:actualite.public.chd.lu/S

T-www.chd.lu/sa-actualites/4bb04857-0f91-493b-a32e-

4759a980e857 

https://www.chd.lu/wps/portal/public/Accueil/Actualite/AL

aUne/?current=true&urile=wcm:path:actualite.public.chd.lu/S

T-www.chd.lu/sa-actualites/037de822-0347-4df3-8187-

678ef13c516c 
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（4）ベルリン（ドイツ） 

ドイツは連邦制国家であり、国家レベルでの規制に加え、州レベルでの規制が行われた。なお、ベル

リンは市であると同時に州の権限を持つ特別州である。国家レベルで実施されたのは主に国境及び州境

を超える移動の制限、テレワークの推進等企業活動にかかる制限及び要請であり、市民の外出制限や店

舗の閉鎖措置等経済活動にかかる制限は、連邦首相府及び各州知事で構成される首脳会議で必要な規制

について議論がなされたのち、各州において政令として議決・施行された。このため規制内容は全国一

律ではなく各州で細かい差が生じた。規制は主に人口 10 万人あたりの直近 7 日間の新規感染者数（7 日

間指数）及び再生産数を指標とする感染状況に応じ段階的に変更され、もっとも厳しい外出制限は 2020

年 3 月 21 日から（外出制限自体は 23 日から）5 月 8 日となる第一次ロックダウン及び 2020 年 11 月

29 日から 2021 年 5 月 14 日（終了は各州の感染状況によって異なるためベルリンの場合）の第二次ロ

ックダウンの計 2 回にわたり実施された。 

 
項目 調査結果 

規制の

概要 「別表 4 ベルリン規制概要」参照 

市民の

行動変

容 

【人出】 
ドイツの公衆衛生機関であるロベルト・コッホ研究所及びフンボルト大学が実施した COVID-19 がモビ

リティに与えた影響調査によると、2020 年 2 月からの 7 日間の 1 日平均移動量の推移は図表 4-22
のとおり。第一次ロックダウン中は、ドイツ全土で前年比最大約マイナス 40％、ベルリンでは最大約マ

イナス 46％まで低下した。 
また、連邦統計局「携帯電話データによるモビリティ関連指標」によると、パンデミック発生当初から

人々の移動距離は減少。2020 年 4 月には 30 キロメートル以上の移動が対 2019 年同月比-53％、5
キロメートル以上 30 キロメートル未満では同-33％、5 キロメートル未満の短距離では同-14％となっ

た。減少傾向はその後も継続した。 
 

図表 4-22 モビリティ・モニター調査結果 

 
【出典】https://www.covid-19-mobility.org/mobility-monitor/ 
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【交通量】 
2020 年 IRTAD 国別レポート（ドイツ）によると、2020 年のドイツ全土における平均交通量は 2017-19
年平均に比べて約 11％減。連邦高速道路における交通量は 2020 年 4 月が最大の減少幅となり前年

同月比 47.6％（車両及び二輪）、国道ではマイナス 20.5％となった。軽車両（乗用車、3.5t 以下の小

型トラック及び二輪）は 2020 年 3 月から 5 月にかけて大きく減少し、特に市道における減少幅は国道

より大きく、4 月は約 60％減となり、以降 2020 年 10 月まで前年度の水準には回復しなかった。公共

交通については、図表 4-23 のとおり。第一次ロックダウン期間中はすべてのモビリティ形態において

検索は減少しており、特に公共交通機関での移動検索の減少幅が大きい。第二次ロックダウン期間中

も同様に減少が認められるが、第一次ロックダウン期間ほどではない。 
 

図表 4-23 Apple マップでの経路検索結果（ベルリン） 

 
 

【出典】Apple 社移動傾向レポート 
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交通事

故状況

の変化 
（ベルリ

ン） 

【死者数】 
40 人（2019 年）→50 人（2020 年） 
 

（状態別） 
 2019 年（人） 2020 年（人） 
自動車乗車中 7 3 
二輪車乗車中 2 9 
自転車乗車中 6 17 
歩行中 24 19 
その他 1 2 
不明 - - 
計 40 50 

【出典】ベルリン州警察「交通安全状況 2020」 
 
【重傷者数】 ※重傷者は 24 時間以内に病院に搬送された場合とする 
2,304 人（2019 年）→2,054 人（2020 年） 
 
【死傷者数】 
17,809 人（2019 年）→15,337 人（2020 年） 
 
【交通違反】※免許証不保持、損害賠償保険未加入、飲酒・危険ドラッグ運転、威圧行為を含む 
22,041 件（2019 年）→24,012 件（2020 年） 
 

 
交通事

故状況

の変化 
（ドイツ全

土） 
 
 
 
 
 
 
 

【死者数】 
3,046 人（2019 年）→2,719 人（2020 年） 
 

（状態別） 
 2019 年（人） 2020 年（人） 
自動車乗車中 1,364 1,170 
二輪車乗車中 605 552 
自転車乗車中 445 426 
歩行中 417 376 
その他 204 184 
不明 11 6 
計 3046 2,719 

 

交通当

局の評

価 

ベルリン州警察が発行した「交通安全状況 2020」によると、2020 年の交通事故状況は、過去の事故

件数と単純比較することは困難である。度重なるロックダウン、長期にわたる旅行の制約、ホームスクー

リング等学校教育モデルの変化、ホームオフィスの実施等によりベルリンにおけるモビリティは大きく変

化し、特に最初のロックダウン時には、公共交通機関の利用が著しく減少し、通勤者は自転車での移

動に切り替えて感染のリスクを低減させた。交通事故状況における特徴的な変化は以下の通りである。 
(1) 若年層の事故件数に減少が観察された。0 歳から 14 歳以下が巻き込まれた交通事故の登録件

数（自動車の同乗者である場合を除く）は 599 件となり、2019 年に比べ 10.46％減少している。18 歳

から 24 歳以下が巻き込まれた交通事故の登録件数は 14,461 件となり、2019 年に比べて 10.76％減

少している。 
(2) 64 歳以上の事故件数は 14,606 件となり、2019 年より 16.68%減少した。 
(3) 歩行者が巻き込まれた事故件数は 1,855 件となり、2019 年より 27.79%減少した。 
(4) 自転車が巻き込まれた事故件数は 7,868 件となり、2019 年より 0.17%増加した。 

出典 

ロベルト・コッホ研究所及びフンボルト大学「COVID-19 がモビリティに与えた影響調査（Covid-19 
Mobility Project）」 
https://www.covid-19-mobility.org/mobility-monitor/ 
連邦統計局「携帯電話データによるモビリティ関連指標」 

https://www.destatis.de/DE/Service/EXDAT/Datensaetze/mobilitaets 
indikatoren-mobilfunkdaten.htm 
2020 年 IRTAD 国別レポート（ドイツ） 
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/germany-road-safety.pdf 
Apple 社移動傾向レポート 
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https://covid19.apple.com/mobility 
ベルリン州警察「交通安全状況 2020」 
https://www.berlin.de/polizei/_assets/aufgaben/anlagen-
verkehrssicherheit/verkehrssicherheitslage_2020.pdf 
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別表 4 ベルリン規制概要 ※規制のうち主にモビリティに関わる主要なものを抜粋 

規制内容 
規制の概要 

2020 年 3 月 14 日～ 
（各種制限の導入） 

2020 年 3 月 17 日～ 
（店舗等の閉鎖） 

2020 年 3 月 21 日～ 
（飲食店等の閉鎖） 

2020 年 3 月 23 日～ 
（外出制限の導入） 

国境を超える移
動・旅行 

禁止 同左 同左 同左 

外出制限 

なし 同左 同左 常時、自宅又は宿泊先に留まらなければならない。住居又
は宿泊先を離れることが許可される理由書を携帯する必要
がある。 
なお屋外で単身または同一世帯に属する者と、または同
一世帯に属さない者 1 名と、グループを作ることなくスポー
ツをしたり、体を動かしたりすることは可能。 

集会・イベント 

・主催者の公私を問わず、50 人以上の参加者
を伴うイベントの開催は禁止。 
・参加者 50 人未満のイベントの場合は、参加
者の氏名、住所、電話番号を記載したリストを
作成して 4 週間以上保存し、公衆衛生当局の
求めに応じて提出する。 

同左 主催者の公私を問わず 10 名
以上の参加者を伴うイベント、
集会の開催は禁止。 
 

主催者の公私を問わずイベントや集会の禁止（議会及び
裁判等公的機関の審議を除く） 
ただし、１０名以下の葬儀は除外。また、最大 20 人の参加
者の野外における集会は、基本法に補償された権利であ
る集会の自由に鑑み、申請に基づき実施可否が判断され
る。 

企業活動・職場 
（記載なし） （記載なし） （記載なし） （記載なし）ただし上記外出制限に伴い必要不可欠な業種

以外は事実上テレワークへ切り替え。 

娯楽施設 
ダンスアミューズメント（クラブ等）、見本市、展
示会、特設市場、ゲームセンター、カジノ賭博
及びこれに類似するものの営業禁止。 

公園や動物園を閉鎖対象から外す（他州は閉
鎖） 

同左 全て閉鎖。 

飲食店 
喫煙可能な飲食店の営業禁止。その他の飲
食店はテーブル間の距離を最低 1.5 メートル
以上離した上で営業が可能。 

レストランは 6～18 時のみ、以降は宅配やテイク
アウトのみ 

飲食店は全て閉鎖する。宅配
やテイクアウトのみ。 

同左 

商業施設 

なし 以下の店舗を除き全て閉鎖： 
食料品店（軽食店 Imbiss、パン屋含む）、飲料品店、野菜や食品を販売する青空市、宅配サ
ービス・受け取りサービス、薬局、医療用品店、眼鏡店、補聴器店、ドラッグストア、ガソリンスタ
ンド、自転車店、DIY 店、園芸用品店、ペット用品店、銀行、郵便局、美容院、クリーニング
店、コインランドリー、葬儀社、手工業（自動車整備その他）、手工業用品店、卸売業、新聞販
売店、書店 

スポーツ関係 
すべてのスポーツ施設、スイミングプール、フィ
ットネス・ジムの営業禁止。 

同左 同左 同左 

文化関係 
映画館、劇場、コンサートホール、美術館・博
物館及びこれに類似するものの営業禁止。 

同左 同左 同左 

病院・介護施設等 面会訪問の原則禁止。 同左 同左 同左 
教育施設・保育施

設等 
学校・幼稚園は 3 月 17 日から一斉休校。保育園も同日より閉園。 
ただし、病院関係者や警察官等公共生活の維持に不可欠な職業に就いている家庭の子については、緊急預かりを実施。 

罰則措置 特になし 同左 同左 同左 

根拠法令 

「ベルリン州におけるコロナウイルス封じ込め
政令」Dritte SARS-CoV-2-
Infektionsschutzmaﾟ nahmenverordnung 

同左を改正、他関連法については下記ベルリン
市議会 HP 及び連邦保健省 HP を参照
https://www.berlin.de/sen/justiz/service/gesetze-und-

verordnungen/artikel.261829.php 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/chro

nik-coronavirus.html 

同左 同左 

出典 

https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordn

ung/ 

https://www.de.emb-

japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus150320.html 

https://www.de.emb-

japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus190320-3.html 

https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilu

ngen/pressemitteilung.908282.php 

https://www.de.emb-
japan.go.jp/itpr_ja/konsular_co
ronavirus2103-3.html 

https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/pressemitteilung

.910268.php 

https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus240320-3.html 

https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus220320-5.html 
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規制内容 
規制の概要 

2020 年 4 月 2 日～ 
（罰則措置の導入） 

2020 年 4 月 22 日〜 
（制限措置の一部緩和） 

2020 年 5 月 9 日〜 
（制限措置の更なる緩和） 

2020 年 6 月 15 日〜 

国境を超える移
動・旅行 

4 月 3 日より 14 日間の自己隔離及び保健所への
登録を条件に真に必要な移動に限り再開 
商業上の観光旅行や市内観光の禁止 
ホテル等の観光目的での宿泊提供禁止 

同左 5 月 25 日から観光の再開（スパ・ウェルネスは引
き続き閉鎖） 

EU 域内の渡航制限は 6 月 15 日ま
でに解除。EU 域外からの不要不急
の渡航者は 6 月 30 日まで入域制
限。 

外出制限 

同左 
 

4 月 27 日から、近郊公共交通機関の利用時には
繊維製マスク（コミュニティ・マスク）の着用義務付
け 
4 月 29 日から小売店でのマスク着用も義務付け 

同左 6 月 16 日からコロナ追跡アプリ
「Corona-Warn-App」の運用開始。 

集会・イベント 

同左 私的または家族内における 20 名までのイベント
や集会は、必要不可欠な理由がある場合に認め
られる。葬儀、洗礼、結婚式等。 

公共空間における滞在は、5人または二世帯まで
に限り許可。 
5 月 9 日から参加者 50 人を上限とする特定の場
所から動かない集会および乗り物を利用したデモ
が認められる。 

左の制限の撤廃。 

企業活動・職場 
社員食堂は原則閉鎖、必要な衛生管理を行なっ
ている場合のみ営業可能。その他同左。 

（記載なし） （記載なし） （記載なし） 

娯楽施設 同左 野外動物園は開園、その他は引き続き閉鎖 同左 同左 

飲食店 
同左 同左 5 月 15 日からレストランは 6〜22 時の間で、ソーシャルディスタンス及び衛生管理措置を

取った上で同一世帯内または２世帯の飲食に限り営業再開。バー等アルコールを主体とし
たお店は引き続き閉鎖。 

商業施設 
同左 4 月 22 日以降、売り場面積 800 ㎡以下の店舗は人数制限（20 ㎡につき 1 人）を導入の上開館。 

美容院・理髪店は 5 月 4 日から再開。 

スポーツ関係 
同左 接触を伴わないスポーツは衛生管理の上再開。ジム等スポーツ施設は引き続き閉鎖。 

 
文化関係 同左  5 月 4 日以降、博物館・美術館、追悼施設及び類似の教育関連施設は公衆衛生措置の導入を条件に開館。 

病院・介護施設等 同左 同左 同左 同左 

教育施設・保育施
設等 

同左 中等校・大学は 4 月 27 日から授業を再開。ただ
し対面授業は不可。 

5 月 11 日の週から、初等教育等の 1 年生と 5 年
生の生徒およびギムナジウム（ドイツの教育制度
における中等教育機関）または他の学校の 7 年
生（中 1 に該当）の生徒の登校を再開。その他の
学年は引き続き登校不可。 

2020/21 年新年度開始時（9 月）から
全ての学校及び学年が通常どおりの
体制で再開することを決定。保育園
については 6 月 15 日から再開し、遅
くとも 6 月 22 日には、早朝や延長保
育等も含む完全な形で再開。 

罰則措置 

反則金の導入 
（1）飲食店の営業禁止に違反した経営者には
1.000〜10.000€ 
（2）正当な理由なく自宅またはホテル等滞在先の
外に滞在した者には 10〜100€ 
（3）観光目的で宿泊施設を提供した経営者には
1.000〜10.000€ 

同左 同左 同左 

根拠法令 

「ベルリン州におけるコロナウイルス封じ込め政
令」の修正に加え、罰金に関する政令
Bußgeldkatalog zur Ahndung von Verstößen im Bereich 

des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) in Verbindung mit 

der Dritten SARS-CoV-2-

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung in Berlin 

同左を改正 
他関連法については下記ベルリン市議会 HP 及
び連邦保健省 HP を参照
https://www.berlin.de/sen/justiz/service/gesetze-und-

verordnungen/artikel.261829.php 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/chro

nik-coronavirus.html 

同左 同左 

出典 
https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/presse
mitteilungen/pressemitteilung.915476.php 

https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/presse
mitteilungen/2020/pressemitteilung.923456.php 

https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/presse
mitteilungen/2020/pressemitteilung.929939.php 

https://www.berlin.de/sen/bjf/servi
ce/presse/pressearchiv-
2020/pressemitteilung.942500.php 
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規制内容 
規制の概要 

2020 年 6 月 23 日～ 
（外出制限の撤廃） 

2020 年 7 月 21 日～ 
（スポーツ分野における制限の緩和） 

2020 年 10 月 3 日～ 
（制限の再導入） 

2020 年 10 月 31 日～ 
（制限の強化） 

国境を超える移
動・旅行 

同左 同左 同左 同左 

外出制限 制限の撤廃（義務ではなく推奨に緩和） 
 

同左 同左 市内 10 エリアでのマスク着用義務
の導入 

集会・イベント 

（屋外）1000 人を超えるイベントは 8 月 31 日
まで禁止。9 月 1 日から 10 月 24 日までは、
5000 人を超えるイベントが禁止。 
（屋内）段階的に緩和。7 月 31 日までは 300
人以上は禁止。8 月 1 日から 8 月 31 日まで
は 500 人以上は禁止。9 月 1 日から 9 月 30
日までは 750 人以上は禁止。10 月 1 日から
10 月 24 日までは 1000 人を超えるイベントは
禁止。 
・感染防止・衛生計画の義務付け 
・参加者記録（２０名を超えて集まる場合）の
義務付け 

同左 過去 7 日間の人口 10 万人あたりの新規
感染者数（7 日間指数）の数値、再生産
数、ＩＣＵの占有率によって制限の程度を
変更する「信号システム」規制を導入。警
戒レベル黄： 
屋外 50 人まで、屋内 25 人まで 
警戒レベル赤（10 月 10 日以降適用）： 
（屋外）最大 2 世帯計 5 人まで 
 
※青は特段の追加制限なし 

人数制限を再導入。屋外 500 人、屋内
300 人まで。 
参加者が 20 人を超える屋外イベントで
のマスク着用義務の導入 

企業活動・職場 感染防止・衛生計画の義務付け 
参加者記録の義務付け 

（記載なし） マスク着用義務の拡大（エレベーター内
等） 

（記載なし） 

娯楽施設 感染防止・衛生計画の義務付け、参加者記
録の義務付けを条件に緩和。 

（記載なし） （記載なし） （記載なし） 

飲食店 感染防止・衛生計画の義務付け、参加者記
録の義務付けを条件に緩和。 

レストランで飲食できる人数は１グループ最大６名までに緩
和。 

警戒レベル赤（10 月 10 日以降適用）：23
～6 時の営業禁止 

（記載なし） 

商業施設 
感染防止・衛生計画の義務付け 
参加者記録の義務付け 
人数制限の緩和（10 ㎡につき 2 人） 

乾式サウナの営業再開。水蒸気を用いるサウナは引き続き
禁止。 

（記載なし） （記載なし） 

スポーツ関係 
同左に加え参加者記録の義務付け これまでの接触を伴わないスポーツに加え、接触を伴うス

ポーツも再開。チームはスタッフを含め最大 30 人まで。 
8 月 21 日からサッカーリーグなどプロスポーツを再開する。 

（記載なし） （記載なし） 

文化関係 感染防止・衛生計画の義務付け 
参加者記録の義務付け 

（記載なし） （記載なし） （記載なし） 

病院・介護施設等 参加者記録の義務付け 同左 （記載なし） （記載なし） 

教育施設・保育施
設等 

同左 （記載なし） （記載なし） 2021 年 3 月 31 日まで大学への一般の
立ち入りを禁止、2020/21 年の冬学期
の講義はオンラインを義務付け。 

罰則措置 
公共交通機関等におけるマスク着用義務
に反した場合の反則金（50～500 ユーロ）
を導入 
 

同左 同左 同左 

根拠法令 

「ベルリン州におけるコロナウイルス封じ込め
政令」の改正に加え、罰則にかかる政令の改
正 

同左の他、下記ベルリン市議会 HP 及び連邦保健省 HP
を参照 https://www.berlin.de/sen/justiz/service/gesetze-und-

verordnungen/artikel.261829.php 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/chronik-

coronavirus.html 

同左 同左 

出典 
https://www.berlin.de/corona/massnahmen/
verordnung/bussgeldkatalog/ 

https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilung
en/2020/pressemitteilung.963606.php 

https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles
/pressemitteilungen/2020/pressemitteilu
ng.998512.php 

https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuell
es/pressemitteilungen/2020/pressemitt
eilung.1009808.php 
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規制内容 
規制の概要 

2020 年 11 月 2 日～ 
（制限の再強化：ソフトロックダウン） 

2020 年 11 月 9 日～ 
（新たな検疫措置の導入） 

2020 年 11 月 29 日～ 
（第二次ハードロックダウン） 

2021 年 1 月 16 日～ 
（移動制限） 

国境を超える移
動・旅行 

観光目的のホテル等宿泊施設滞在の禁止 新たな検疫措置の導入。（国外のリスク地域に滞
在した人に 10 日間の隔離義務を導入。隔離後５
日目に検査を実施し、陰性の場合は隔離終了。） 

旅行の自粛要請 １０日以内にリスク地域に滞在するも
のは入国前 48 時間又は入国後直ち
にコロナ検査を受ける義務を導入。 
 

外出制限 

外出制限再導入 
 

（記載なし） 重要な理由がある場合にのみ自宅から外出が許
可される。 

夜間外出制限（22～5 時）。また、
7 日間指数が 200 を超える場合は、
ベルリン州境から 15km を超える移動
は禁止される。 

集会・イベント 

（屋外）100 人まで 
（屋内）50 人まで 
私的な集まりは真に必要な場合に限定され、屋
外・屋内共に最大１０名まで。クリスマスマーケット
の中止。 

（記載なし） 真に重要な場合に限定され、屋外の公共空間で
の滞在は最大２世帯計 5 人まで 

（記載なし） 

企業活動・職場 
観光目的の宿泊提供の禁止 
社員食堂の同一グループでの着席は最大２名ま
でに再規制 

（記載なし） テレワークにかかる法的手続きの簡略化 （記載なし） 

娯楽施設 閉鎖 （記載なし） 11 月 2 日記載事項と同様 （記載なし） 

飲食店 
閉鎖（デリバリー、テイクアウトのみ） 
23 時～6 時のアルコール飲料販売禁止 

（記載なし） 11 月 2 日記載事項と同様 （記載なし） 

商業施設 

売り場面積 10 ㎡あたり 1 人を上限とし引き続き営
業可 

（記載なし） 入場制限の厳格化（800 ㎡までの施設の場合に
は、売り場面積 10 ㎡あたり最大 1 名まで、売り場
面積が 801 ㎡以上の場合は、800 ㎡分について
は売り場面積 10 ㎡につき 1 人まで、800 ㎡を超
える分については、売り場面積 20 ㎡につき 1 人
を上限とする） 

（記載なし） 

スポーツ関係 
フィットネススタジオ等は閉鎖。 
プロ競技試合は開催可能だが無観客を義務とす
る。アマチュアの試合は禁止。 

（記載なし） 11 月 2 日記載事項と同様 （記載なし） 

文化関係 
閉鎖、各種公演は禁止、クリスマスマーケット、蚤
の市の中止 

（記載なし） 11 月 2 日記載事項と同様 （記載なし） 

病院・介護施設等 （記載なし） （記載なし） 11 月 2 日記載事項と同様 （記載なし） 

教育施設・保育施
設等 

同左 （記載なし） 人口 10 万人あたりの 7 日間新規感染者発生数
が 200 人を超えている間は生徒グループに分け
対面及びオンラインの交代式に切り替えることが
できる 

（記載なし） 

罰則措置 同左 同左 同左 同左 

根拠法令 

「ベルリン州におけるコロナウイルス封じ込め政
令」の改正 

下記ベルリン市議会 HP 及び連邦保健省 HP を
参照 https://www.berlin.de/sen/justiz/service/gesetze-und-

verordnungen/artikel.261829.php 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/chro

nik-coronavirus.html 

「ベルリン州におけるコロナウイルス封じ込め政
令」の改正、その他同左 

同左 

出典 

https://www.de.emb-
japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus301020-
3.html 
https://www.berlin.de/corona/massnahmen/vero
rdnung/ 

https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/presse
mitteilungen/2020/pressemitteilung.1012520.php 

https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/presse
mitteilungen/2020/pressemitteilung.1022816.php 
https://www.berlin.de/sen/bjf/service/presse/p
ressearchiv-2020/pressemitteilung.1022810.php 

https://www.berlin.de/rbmskzl/aktu
elles/pressemitteilungen/2021/press
emitteilung.1039276.php 
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規制内容 
規制の概要 

2021 年 3 月 31 日～ 
（制限の延長と迅速抗原検査の導入） 

2021 年 4 月 17 日～ 
（制限の再延長） 

2021 年 4 月 23 日～ 2021 年 5 月 9 日～ 
（出口戦略の導入及びワクチン接種済者に対

する例外措置） 
国境を超える移動 

同左 同左 （記載なし） ワクチン接種者及び回復者に対する隔離義務
の免除（未接種者は引き続き隔離） 

外出制限 
同左 
 

同左 
 

（記載なし） ワクチン接種者及び回復者に対する制限措置
の緩和（未接種者は引き続き制限） 

集会・イベント 

検査結果が陰性であることを条件に 5 人以上
の私的な集まりも許可される。 
屋内空間では FFP2 規格（KN９５相当）のマス
ク着用が義務となる。 

同左 （記載なし） （私的な集まり）2 世帯を超える集会を許可。 
（公的な集まり）上限屋内 50 人、屋外 100 人 
なお人数にワクチン接種者及び回復者は含ま
ない（未接種者は引き続き制限） 

企業活動・職場 

職場での接触を大幅に減少させるため、ホー
ムオフィスの規制を強化。原則、職場法
（ArbStaettV）第 1 条第 1 項に規定される職場
に設置されたオフィスの使用が、最大で定員
の 50％となるようにしなければならない。 
すべての雇用主は従業員に対し、少なくとも
週 2 回、無料のポイント・オブ・ケア（PoC）迅
速抗原検査、もしくは、監督下での自己検査
の機会を提供しなければならない。 

同左 従業員に対する雇用主のホームオフィス提供
義務 
最長で 2021 年 11 月 24 日までの間、対面で
仕事を行う従業員に対して週 2 回の検査を提
供するよう義務付け（改正コロナ労働者保護規
則、2021 年 7 月 1 日から適用） 

（記載なし） 

娯楽施設 （記載なし） （記載なし） （記載なし） （記載なし） 

飲食店 
引き続き閉鎖（デリバリー、テイクアウトのみ） 
23 時～6 時のアルコール飲料販売禁止 

同左 （記載なし） （記載なし） 

商業施設 

同日の検査結果が陰性であることを入店前に
提示する「テスト・アンド・ミート」の導入を義務
付けた上で再開。ただし 40 ㎡あたり 1 人まで。
（生活必需品の販売店は検査結果提出の義
務の例外） 
デジタルサービスによる接触者追跡の実施を
要請する（罰則はないが法的拘束力有） 

40 ㎡あたり 1 人という制限が撤廃される。その
他制限は同様。 
 

（記載なし） ワクチン接種者及び回復者は検査不要で入
店可（未接種者は引き続き検査が必要） 

スポーツ関係 （記載なし） （記載なし） （記載なし） （記載なし） 
文化関係 引き続き閉鎖 同左 （記載なし） （記載なし） 

病院・介護施設等 （記載なし） （記載なし） （記載なし） マスク着用の上訪問者の受け入れ再開。 
教育施設・保育施

設等 
（記載なし） （記載なし） （記載なし） 5 月 11 日～ラボでの研究等大学を一部再

開。（原則オンラインを継続） 

罰則措置 同左 同左 同左 同左 

根拠法令 

同左 同左 コロナ労働者保護規則 
他下記ベルリン市議会 HP 及び連邦保健省
HP を参照
https://www.berlin.de/sen/justiz/service/gesetze-und-

verordnungen/artikel.261829.php 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/c

hronik-coronavirus.html 

同左 

出典 

https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pre
ssemitteilungen/2021/pressemitteilung.10699
16.php 

https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pre
ssemitteilungen/2021/pressemitteilung.10699
16.php 

 https://www.bundesregierung.de/breg-

de/aktuelles/erleichterungen-geimpfte-1910886 

https://www.berlin.de/aktuelles/berlin/6165984-958092-

neue-coronalockerungen-ab-09-mai-uebersi.html 
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規制内容 
規制の概要 

2021 年 5 月 14 日～ 
（出口戦略の発表） 

国境を超える移動 5 月 25 日～観光目的の宿泊を許可。 

外出制限 
7 日間指数の数値が 100 を下回った場合には夜

間外出制限（22～5 時）の撤廃（5 月 21 日～） 

集会・イベント 同左 

企業活動・職場 同左 

娯楽施設 （記載なし） 

飲食店 

7 日間指数の数値が 100 を下回った場合には、

ワクチン接種済、回復者、又は検査結果が陰性

である人を対象に屋外席を再開（5 月 21 日～） 

商業施設 同左 

スポーツ関係 

5 月 15 日～スポーツクラブの再開。ただし非接

触スポーツに限る。 

5 月 21 日～屋外プール再開。 

個人の運動は屋外で上限 10 人まで実施できる。 

文化関係 

5 月 19 日～ワクチン接種済、回復者、又は検

査結果が陰性である人を対象に、屋外文化施

設は 250 人を上限に再開。 

病院・介護施設等 （記載なし） 

教育施設・保育施

設等 

保育サービス、幼稚園の段階的再開（夏までに

完全再開を目指す） 

罰則措置 同左 

根拠法令 同左 

出典 

https://www.berlin.de/aktuelles/berlin/6576583

-958092-erste-lockerungen-koennten-ab-

mitte-naec.html 

https://www.rbb24.de/kultur/thema/corona/bei

traege/2021/05/kultur-kino-theater-corona-

clubs-berlin.html 

https://www.rbb24.de/panorama/thema/corona/

beitraege/2021/05/gaststaetten-pfingsten-

corona-lockerungen-lockdown.html 
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（5）マドリード（スペイン） 

マドリード市では国及びマドリード州による法規制に基づき行動制限が行われた。2020 年 3 月 15 日

に発出された警戒事態宣言では生活必需品の買い物など必要不可欠な外出を除く罰則付き外出制限が

行われ、5 月 4 日から市内移動が許可されるなど段階的に緩和され、6 月 20 日に解除された。なおマド

リード州はスペイン全土に比較して状況が再び悪化するのが早く、7 月 30 日から再び各種制限を導入。

9 月 21 日から特定の地区では地区外への移動を禁止する移動制限が導入され、10 月 9 日には州として

警戒事態宣言を発出、マドリード市を含む州内全域で州外への移動が禁じられた。10 月 25 日にはスペ

イン全土において 2 回目の警戒事態宣言が出された。これに伴い、夜間外出制限が導入された。2021 年

5 月 9 日に警戒事態宣言が解除されると共に夜間外出制限は終了したが、マドリード州内の移動制限対

象地区は残り、完全に移動制限が終了したのは 5 月 31 日である。 

 
項目 調査結果 

規制の

概要 「別表 5 マドリード規制概要」参照 

市民の

行動変

容 

【人出】 
スペイン統計局が携帯通信企業 3 社から取得した位置情報を用いて算出したモビリティデータ「市域

を出る市民の割合」によると、警戒事態宣言中（3 月 16 日～6 月 20 日）のマドリードにおける平均は

18.8％となり、最も低い日は 6.03％、最大でも 22.14％と、多くの携帯利用者がマドリード域内に留ま

った。 
 
図表 4-24 マドリードにおける 2020 年 3 月 15 日～6 月 20 日における市外への移動率 

 
 

【出典】スペイン統計局モビリティデータ 
 
【交通量】 
公共交通については、マドリード市交通公社は、公営バス EMT の需要状況（対 2019 年比）を公表

し、需要の減少幅は最大マイナス 91.68%（3 月 30 日から 4 月 12 日までの行動制限期間）としてい

る。 
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項目 調査結果 
図表 4-25 マドリード公営バス EMT の対 2019 年比需要比較 

 

 
※凡例：青…行動制限中、ピンク…制限緩和期間中、緑…「新しい日常」期間（制限なし） 

【出典】マドリード市交通公社「バスサービスの進展状況 2020」 
 
また、Apple 社が提供する Apple マップでの経路検索結果の変化は図表 4-26 のとおり。第一次ロッ

クダウン期間中はすべてのモビリティ形態において検索はマイナス 80％近い数字を示している。その

後緩やかに回復しているが、特に車での経路検索の回復が他の交通手段の回復を上回っている。7
月頃に全ての交通手段において前年同様の水準に回復したが、再び移動制限が導入されると共に減

少した。もっとも、減少幅は第一次警戒事態制限ほどではない。 
 

図表 4-26 Apple マップでの経路検索結果（マドリード） 

 
【出典】Apple 社移動傾向レポート 

 
交通事

故状況

の変化 
（マドリー

ド市内） 

【事故件数】 
21,931 件（2019 年）→14,170 件（2020 年） 
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項目 調査結果 

交通事

故状況

の変化 
（スペイ

ン全土） 

【死者数】 
1,755 人（2019 年）→1,370 人（2020 年） 
 

（状態別） 
 2019 年（人） 2020 年（人） 
自動車乗車中 641 544 
二輪車乗車中 466 345 
自転車乗車中 80 71 
歩行中 381 260 
その他 187 148 
不明 0 2 
計 1,755 1,370 

【出典】IRTAD データ 
 
【重傷者数】※事故後入院した人数 
8,613 人（2019 年）→6,681 人（2020 年） 
 
【死傷者数】 
10,356 人（2019 年）→8,051 人（2020 年） 
 
【交通違反】 
N/A 

交通当

局の評

価 

 Dirección General de Tráfico（スペイン交通局）によるレポートによると、スペイン全土における

2020 年の交通事故状況を 2019 年に比較すると、下記の点が観察された。 
(1) 死者数を期間別にみると、最も減少したのは移動が最も制限されている期間であった。警戒事態

宣言中（3 月 14 日～5 月 3 日）は 72％減、5 月 4 日に移動が緩和されてから 6 月 30 日までの間は

37％の減となった。 
(2) 交通利用形態別の死者数については、交通弱者（歩行者、自転車利用者、パーソナルモビリティ

ー利用者、二輪車利用者）の死者数は 2019 年比で 26％減少し、全死者数の 50％を占めた点が特

徴的である。車両利用者は 80 人から 54 人に減少、歩行者は 381 人から 260 人に減少（32％減）、

二輪車利用者（モペットを含む 345 人が死亡、2019 年より 26％減）、自転車利用者は 80 人から 71
人に減少となった。 
(3) なお都市部の道路に限ると、死者数の減少幅は郊外（21％減）よりも都市（24％減）の方がわずか

に大きかった。都市部の道路では死者数が 395 人、都市間の道路では死者数が 975 人と初めて

1,000 人を下回り、2019 年に比べて 21％減少した。 
しかし都心部では交通弱者が死者の約 80％を占めていることから、交通弱者に関心が集まっている。

死者の分布は、歩行者 153 人、自転車 21 人、パーソナルモビリティーの利用者 7 人、二輪車（モペッ

トを含む）134 人となっている。 
(4) すべての年齢層で死亡者数が減少しているが、特に注目すべき年齢層は、0～14 歳（32 人から

17 人に減少）、45～54 歳（28％減）、65 歳以上（26％減）である。 
ただし、ペレ・ナバロ交通局長は上記結果について「この数字は、2020 年に経験した例外的な状況の

結果であり、今後は、交通事故の面で以前の正常な状態に戻るのを防ぐために努力しなければならな

い」と指摘している。 
なおスペイン政府の出口戦略である「新たな日常に向けた移行計画」によると、警戒事態宣言終了後

に人流が一気に復活し感染状況が悪化することを防ぐため、モビリティに関する段階的緩和戦略は累

進性（progressivity）と順応性（adaptability）の原則に基づき、3 つの柱に沿って行われた。第一の

柱はサプライ・マネジメントであり、輸送サービスの管理。特に長距離移動にかかる交通手段の需給管

理を行うため、感染状況の指標の推移に応じて段階的に移動制限の緩和が行われた。第二にピーク

時に公共交通機関を必要とする利用者が少なくなるようにするデマンド・マネジメント。これは主に柔軟

な労働時間や在宅勤務の維持を通じて実現する。最後にリスク軽減策であり、これはマスク着用義務

の導入等衛生措置を指す。これらの調整は運輸・モビリティ・都市アジェンダ省の所管であった。 

出典 

スペイン統計局（モビリティデータ） 
https://www.ine.es/en/covid/covid_movilidad_en.htm 
マドリード市交通公社「バスサービスの進展状況 2020」 
https://www.madrid.es/FWProjects/transparencia/Covid19/Movilidad/EMT/ 
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項目 調査結果 
Ficheros/20200722_InformeEvolucionEMT_COVID.pdf 
Dirección General de Tráfico（スペイン交通局）記事「2020 年の交通事故による死亡者数は 1,370
人」 
https://revista.dgt.es/es/noticias/nacional/2021/08AGOSTO/0819-BalanceDGT-2020.shtml 
スペイン政府「新たな日常に向けた移行計画」 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/ 
2020/PlanTransicionNuevaNormalidad.pdf 
マドリード市「ビジュアルオープンデータ」 
https://visualizadatos.madrid.es/pages/accidentes-de-trafico 
Apple 社移動傾向レポート 
https://covid19.apple.com/mobility 
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別表 5 マドリード規制概要 ※規制のうち主にモビリティに関わる主要なものを抜粋 

規制内容 
規制の概要 

2020 年 3 月 9 日～ 
（マドリード州のハイレベル感染地域指定） 

2020 年 3 月 14 日〜 
（警戒事態宣言） 

2020 年 3 月 30 日〜 
 

2020 年 4 月 26 日〜 
 

国境を超える移
動・旅行 

不要不急の旅行を控えることを勧告 国内公共交通機関の本数削減 
3 月 16 日～陸路入国の制限（国籍保持者、スペ
イン居住者、通勤、その他やむをえない事情に限
定） 
3 月 22 日～空路を含むスペイン入国制限 
3 月 26 日～ホテル等宿泊施設の閉鎖 

同左 同左 

外出制限 

慢性疾患を持つ人は外出を控えることを勧告 生活必需品の買い物や通院といった最低限の移
動を除き外出禁止、夜間外出制限（23 時～6
時）。 

左記に追加し職務のための移動を禁止 14 歳未満の子供の外出制限の緩和
（1 日 1 回 9 時～21 時までの間の最
長 1 時間、住居から 1km 以内の散
歩を許可）。ただし子供 3 人及び成
人 1 人を上限 

集会・イベント 1000 人以上の集会の禁止 ストリートパーティー、パレード、お祭り等の禁止 禁止 同左 

企業活動・職場 
テレワーク、フレックスタイム、テレビ会議の利用
の推奨 

テレワークの推奨。公的機関においても対面業
務の中止、公務員は在宅勤務に移行 

真に必要な分野に従事する者（限定列挙）以外
は 3 月 30 日から 4 月 9 日まで有給休暇の取得
を義務付け、出勤禁止 

出勤禁止 

娯楽施設 ― 閉鎖 同左 同左 

飲食店 
― 閉鎖（デリバリーのみ可） デリバリーも禁止 同左 

商業施設 

― 八百屋、肉屋、魚屋、ベーカリー、薬局、ガソリン
スタンド、タバコ屋、キオスク、スーパーマーケッ
ト、ペットショップ、通信関係等生活必需品以外の
商業施設を閉鎖。商業施設での滞在時間は食料
品や基本的な生活必需品を購入するために厳密
に必要な時間に限り、施設内での飲食は禁止 

同左 同左 

スポーツ関係 ― 閉鎖 同左 同左 
文化関係 ― 閉鎖 同左 同左 

病院・介護施設等 
― デイケアセンターの活動を停止。社会福祉センタ

ーは引き続きオープン 
同左 同左 

教育施設・保育施
設等 

3 月 11 日～全ての教育機関（大学、中等教育、
初等教育、幼児教育、保育園、職業訓練学校そ
の他）を休校 

同左 同左 同左 

罰則措置 
― 外出制限違反は罰金 600～60万€又は禁錮最大

18 ヶ月 
同左 同左 

根拠法令 La Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo 不明 

出典 

https://www.es.emb-
japan.go.jp/files/100016810.pdf 

https://www.comunidad.madrid/notas-
prensa/2020/03/13/comunidad-madrid-ordena-
cierre-establecimientos-comercios-
alimentacion-primera-necesidad 
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/activi
dades/Paginas/2020/251020estado-alarma.aspx 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs
/BOE-A-2020-4166.pdf 

https://www.es.emb-
japan.go.jp/files/100048684.pdf 
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規制内容 
規制の概要 

2020 年 5 月 2 日～ 
 

2020 年 5 月 4 日～ 
（規制緩和：フェーズ０） 

2020 年 5 月 14 日～ 
 

2020 年 5 月 25 日～ 
（規制緩和：フェーズ１） 

国境を超える移
動・旅行 

同左 （記載なし） （記載なし） 州内の旅行の再開、ホテル等宿泊施設の営
業再開（ジム等宿泊以外のサービスは引き続
き停止）。認定企業による 10 名以下のアクティ
ブ・ツーリズム（自然環境の観光）の再開 

外出制限 

14 歳未満の子供の外出制限の緩和条件の変
更：1 日 1 回 12 時～19 時までの間の最長 1
時間、自宅から 1km 以内の散歩を許可。 
14 歳以上 70 歳未満の外出制限を緩和：1 日
1 回 6 時～10 時又は 20 時～23 時、住居から
1km 以内、個人スポーツは居住する市町村
内。同居者又は介護者 1 名まで。 
70 歳以上又は外出時に介護が必要な人の外
出制限を緩和：1 日 1 回 10 時～12 時又は 19
時～20 時、住居から 1km 以内、個人スポーツ
は居住する市町村内。同居者又は介護者 1
名まで。 

商業施設等への移動は居住する市内に限る。 
公共交通機関におけるマスク着用義務及び定
員制（定員の 50％を上限）の導入 

同左 州内移動を許可。同一世帯であれば車に同
乗することができる。 

集会・イベント 
同左 同左 同左 （屋外）最大 10 名に緩和 

※通夜・埋葬への参加許可（屋外最大 15 名、
屋内最大 10 名） 

企業活動・職場 同左 同左 同左 同左 
娯楽施設 同左 同左 同左 同左 

飲食店 
同左 宅配及び持ち帰りのみ再開。 同左 屋外テラス席の再開（席数上限 50％、テーブ

ル間の距離は 2m 以上、使い捨て食器の利
用） 

商業施設 

同左 施設面積 400 ㎡未満の商業施設を除き公衆
衛生措置の導入（訪問予約制、定員の 30％
以内、65 歳以上を優先的に接客する時間帯
の導入、マスク着用等）を条件に再開 

同左 同左 

スポーツ関係 

同左 プロスポーツ選手は屋外での個人トレーニン
グを許可。 

同左 認定されたプログラムに加入しているスポーツ
選手は指定のトレーニング施設を利用すること
ができる。プロスポーツについては最大 10 名
までの戦術的トレーニング（身体的接触は不
可）を許可。 
狩猟・スポーツフィッシングの再開。 

文化関係 

同左 公文書館の再開 大規模公園（19 ヶ所）を除き公園の閉鎖を解
除 

図書館の再開。博物館・美術館・宗教施設は
定員の 1/3 を上限として公衆衛生措置の導入
を条件に再開。劇場は公衆衛生措置を導入
の上屋内最大 30 名、屋外最大 200 名を上限
に許可 

病院・介護施設等 （記載なし）   障がい者や訪問介護施設の再開 

教育施設・保育施
設等 

（記載なし） 大学の再開（大学以外の教育機関は引き続き
閉鎖） 

同左 再開準備のため職務開始。 
研究施設は構内での研究活動及びセミナー
を実施することができる。ただしセミナーは 30
名以下。 

罰則措置 同左 同左 同左 同左 

根拠法令 不明 不明 不明 不明 

出典 
https://www.es.emb-
japan.go.jp/files/100051145.pdf 

https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobie
rno/councilministers/Paginas/2020/20200428
council.aspx 

https://www.es.emb-
japan.go.jp/files/100053035.pdf 

https://www.es.emb-
japan.go.jp/files/100057790.pdf 
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規制内容 
規制の概要 

2020 年 6 月 8 日～ 
（規制緩和：フェーズ２） 

2020 年 6 月 21 日～ 
（警戒事態の解除） 

2020 年 7 月 30 日～ 
（マドリード州による制限導入） 

2020 年 8 月 20 日～ 
（規制導入） 

国境を超える移
動・旅行 

アクティブ・ツーリズム（自然環境の観光）の上
限人数を 20 名に緩和 

国内の移動制限の撤廃 
7 月 4 日～入国制限の一部緩和（指定の国か
らの観光客は6 ヶ月以内の回復証明又は陰性
証明の提示により入国を許可） 

― 
（国境管理は国の所管） 

（政府が指定するハイリスク国以外からの旅行
客は 6 ヶ月以内の回復証明、又は陰性証明
の提示により入国可。国により自己隔離の義
務付け有。） 

外出制限 
同左に加え、公共交通機関における定員を
100％に緩和。 

同左 公共スペース及び公共交通機関におけるマス
ク着用義務の導入 

屋外での飲酒禁止 
対人距離 2m を確保できない場合は喫煙禁止 

集会・イベント 

通夜・埋葬の上限人数を屋外 25 名、屋内 15
名に緩和。 

同左 私的な会合：上限 10 名 私的な会合：上限 10 名だが同居者等近親者
に限ることを推奨。 
披露宴等の宴会では利用者の連絡先収集を
義務付け 
600 人以上の大規模イベントの開催は州の保
険当局による事前審査を義務付け 

企業活動・職場 
同左 出勤の段階的回復を許可、ただし引き続きテ

レワーク推奨 
（記載なし） （記載なし） 

娯楽施設 

屋外の闘牛場は定員の 1/3 又は 400 名（座
席指定を義務付け）を上限として営業再開。ナ
イトクラブ、夜間営業バーは引き続き閉鎖。 

同左 ディスコ等の夜間営業店は定員の 40％以内
に制限、25 時閉店（追跡のため利用者の連絡
先収集を義務付け）。なおダンスフロアの通常
利用は不可。 

ディスコ、ダンスホール、夜間営業のバーの閉
鎖 

飲食店 

屋内席の再開（席数上限 40％、着席のみ、
テーブル間の距離は 2m 以上、事前予約制
の導入を推奨） 

同左 定員の 75％以内に制限、営業可能時間帯は
8:00～25：30 
1 グループ上限 10 名（追跡のため利用者の
連絡先収集を義務付け） 

同左に加え 24 時以降入店禁止、25 時閉店 

商業施設 同左 同左 同左 同左 
スポーツ関係 （記載なし） 同左 同左 同左 

文化関係 
映画館、劇場等は定員の 1/3 を上限、全席
予約制、公衆衛生措置の導入を条件に再
開。宗教施設の定員は 50％に緩和。 

（記載なし） （記載なし） （記載なし） 

病院・介護施設等 
（記載なし） （記載なし） 医療サービスを提供する機関は公衆衛生措

置を導入の上再開。コンティンジェンシープラ
ンの策定義務付け。 

（記載なし） 

教育施設・保育施
設等 

エッセンシャルワーカーの子供のみ学校再開
（その他は引き続き閉鎖） 

同左 教育活動や医療行為が行われているセンタ
ーは、公衆衛生措置を導入の上再開 

新たな入所者に 72 時間以内の PCR 検査導
入。外部からの訪問者は入所者 1 名あたり 1
名、1 日最大 1 時間。入所者の外出を制限。 

罰則措置 同左 マスク着用義務違反は 100 ｬ 以 下の罰金 同左 同左 

根拠法令 
不明 La Orden 668/2020, de 19 de junio 

 
ORDEN 920/2020, de 28 de julio 
la Ley 12/2001, de 21 de diciembre 

不明 

出典 

https://www.es.emb-
japan.go.jp/files/100062370.pdf 
https://english.elpais.com/spanish_news/202
0-05-17/coronavirus-deescalation-plan-
everything-you-need-to-know-about-the-
changes-in-spain-on-monday.html 

https://www.es.emb-
japan.go.jp/files/100064083.pdf 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOC
M/2020/07/29/BOCM-20200729-1.PDF 

https://www.es.emb-
japan.go.jp/files/100085355.pdf 
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規制内容 
規制の概要 

2020 年 9 月 7 日～ 
（マドリード州による規制導入） 

2020 年 9 月 21 日～ 
（マドリード州による規制強化） 

2020 年 10 月 2 日～ 
（指定する 10 市に対するマドリード州による 

規制強化） 

2020 年 10 月 9 日～ 
（マドリード州における警戒事態宣

言） 
国境を超える移

動・旅行 
― 

（国境管理は国の所管） 
― 

（国境管理は国の所管） 
― 

（国境管理は国の所管） 
― 

（国境管理は国の所管） 

外出制限 

同一バブル内に属さない人との接触を可能な限
り避けることを推奨。 

指定する州内 37 の保健地区（保健所の管轄エリ
ア）について必要不可欠な場合を除く移動制限
を導入。 
※9 月 28 日に 8 地区追加、以下同 

指定する10 市において市域を超える移動は必要
不可欠な場合に限る。なお市内の移動は許容さ
れるが、必要不可欠な移動のみが推奨される。 
※当該移動制限についてマドリード市が行政裁
判所に申し立てを行い、10/8 付判決で無効とな
った（その他制限は有効） 

左の移動制限の再導入 

集会・イベント 

葬儀・通夜場、火葬場、宗教施設、結婚式・披露
宴会場等の施設への入場は上限定員の 60％ま
たは屋外 50 人、屋内 25 人まで（埋葬及び仮想
は 50 人）。 

私的会合の上限 6 名。 
通夜は屋外 15 名・屋内 10 名、埋葬・火葬会場は
親族 15 名を上限。 

同左 同左 

企業活動・職場 （記載なし） （記載なし） （記載なし） （記載なし） 

娯楽施設 

通常興行目的に利用されていない施設における
興行や闘牛を禁止。ホール棟の定員を上限
40％に制限。カジノ、競馬場、動物園・水族館、
遊園地等は定員 60％を上限とする。 

同左 同左 同左 

飲食店 

同左に加え、定員はレストラン・ホテルであれば
上限の 75％、バーは 50％に制限。社会的距離
1.5m を、テーブル間ではなく椅子同士の距離に
変更。 

カウンターの営業を禁止。 
なお市内全域で店内は定員の 65％に、カウンタ
ーは 50％、テラスは 100％までに制限する。1 テ
ーブル最大 6 名。 

定員の 50％に制限。1 テーブル最大 6 名。22 時
以降入店禁止、23 時閉店。 

同左 

商業施設 
（記載なし） 定員 50％に制限。必要不可欠な施設を除き 22

時閉店。 
同左 同左 

スポーツ関係 
トレーニング施設の定員は上限 75％に制限。グ
ループ競技の最大人数は 10 名、身体的接触は
不可。室内はマスク着用義務。 

定員の 50％に制限、1 グループ最大 6 名。 同左 同左 

文化関係 
モニュメント・博物館のグループ訪問を最大 25 人
から 10 人に，ガイド付き観光ツアーの 
人数を最大 10 人に限定 

（記載なし） （記載なし） （記載なし） 

病院・介護施設等 （記載なし） （記載なし） （記載なし） （記載なし） 
教育施設・保育施

設等 
（9 月から義務教育をクラス単位のバブル方式、
マスク着用で再開） 

対面授業は上限 6 名に制限。宗教施設の使用
は定員の 1/3 に制限。 

私的教育施設（塾や自動車学校等）の定員は
50％に制限。 

同左 

罰則措置 同左 同左 同左 同左 

根拠法令 
ORDEN 1047/2020, de 5 de septiembre 
 

ORDEN 1177/2020, de 18 de septiembre 
ORDEN 1178/2020, de 18 de septiembre 

ORDEN 1273/2020, de 1 de octubre Real Decreto 900/2020, de 9 de 
octubre 

出典 

https://www.es.emb-
japan.go.jp/files/100090516.pdf 
https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA
/674407-orden-sanidad-1047-2020-de-5-sep-
ca-madrid-modificacion-de-la-orden-668-
2020.html 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/
2020/09/19/BOCM-20200919-1.PDF 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/
2020/09/19/BOCM-20200919-2.PDF 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/
2020/10/02/BOCM-20201002-200.PDF 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/
10/09/pdfs/BOE-A-2020-12109.pdf 
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規制内容 
規制の概要 

2020 年 10 月 24 日～ 
（マドリード州による警戒事態宣言解除及び 

新たな規制の導入） 

2020 年 10 月 25 日～ 
（スペイン全土における警戒事態宣言） 

2020 年 11 月 30 日～ 
（指定区域における移動制限等の導入） 2021 年 1 月 25 日～ 

（マドリード州における規制強化） 

国境を超える移
動・旅行 

― 
（国境管理は国の所管） 

（8 月 20 日時点と同様：政府が指定するハイリス
ク国以外からの旅行客は 6 ヶ月以内の回復証
明、又は陰性証明の提示により入国可。国により
自己隔離の義務付け有。） 

（記載なし） ― 
（国境管理は国の所管） 

外出制限 

同左 23 時から 6 時の外出を禁止。 
マドリード州内 12 市内 32 の保健地区では出入
り制限を実施。 
11 月 2 日～上記出入り制限に 3 つの保健地区
を追加 
11 月 9 日～8 つの市を追加 

23 時から 6 時の外出を禁止の継続 
指定する 6 市内 11 の保健地区及び 8 市への出
入り制限 
12 月 4 日～マドリード州外への出入り制限 

22 時から 6 時の外出を禁止 

集会・イベント 
0 時～6 時の同居人以外の会合を制限。 同左に加え、私的会合は最大 6 名。 同左に加え、葬儀場・結婚式場の収容率は定員

の 50％まで。 
私的会合は最大 4 名に制限強化。
ただし同居人以外の人間との会合は
介護を除き禁止。 

企業活動・職場 (記載なし) (記載なし) (記載なし) (記載なし) 

娯楽施設 
0 時閉店、6 時より前の開店を禁止。 フラメンコのタブラオを含むショーは収容率 50％

又は屋内 80 名屋外 800 名を上限に制限。 
同左 同左 

飲食店 
同左 テラスの収容率を 75％（指定保健地区では

50％）に制限。 
テラス席の営業開始時間を 8 時とする。 21 時閉店。 

商業施設 

22 時閉店、6 時より前の開店を禁止。（薬局や医
療施設、ガソリンスタンド等必要不可欠なサービ
スを除く） 
映画館、飲食店、娯楽施設のあるショッピングモ
ールは 24 時閉店。 

同左 同左 21 時閉店。 

スポーツ関係 同左 0 時閉鎖、6 時より前の営業を禁止。 同左 同左 

文化関係 
劇場、映画、その他の文化施設は定員の 75％に
制限。 

同左 同左 同左 

病院・介護施設等 (記載なし) (記載なし) (記載なし) (記載なし) 
教育施設・保育施

設等 
(記載なし) (記載なし) (記載なし) (記載なし) 

罰則措置 同左 同左 同左 同左 

根拠法令 
Orden 668/2020 de 19 de junio Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre DECRETO 34/2020, de 23 de noviembre 

ORDEN 1619/2020, de 27 de noviembre 
不明 

出典 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/file
s/doc/sanidad/201023_np_sanidad_orden_restricc
iones_nocturnas.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/25/pdfs
/BOE-A-2020-12898.pdf 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/
2020/11/25/BOCM-20201125-1.PDF 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/
2020/11/28/BOCM-20201128-1.PDF 

https://www.comunidad.madrid/nota
s-prensa/2021/01/22/comunidad-
madrid-amplia-horario-
restricciones-movilidad-nocturna-
2200-horas-0600-horas 
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規制内容 
規制の概要 

2021 年 2 月 12 日～ 
（マドリード州による規制の変更） 

2021 年 4 月 10 日～ 
（マドリード州による規制の変更） 

2021 年 5 月 9 日～ 
（警戒事態宣言の解除） 

2021 年 5 月 31 日～ 
（マドリード州における規制変更） 

国境を超える移
動・旅行 

― 
（国境管理は国の所管） 

― 
（国境管理は国の所管） 

（政府が指定するハイリスク国以外からの旅行客
はワクチン接種証明又は 6 ヶ月以内の回復証
明、又は陰性証明の提示により入国可。国により
自己隔離の義務付け有。） 

― 
（国境管理は国の所管） 

外出制限 
23 時から 6 時の外出を禁止 
移動制限対象地区を変更（マドリード市内 7 つの
地区の一部が対象地区として残存） 

23 時から 6 時の外出禁止を継続 
州外への移動制限の解除。 
州内の移動制限対象地区を変更 

夜間外出制限の解除 
州内の移動制限対象地区を再変更 

移動制限の撤廃 

集会・イベント 
同左 同左 同左 私的会合は同居人のみ、公的スペー

スでの会合は上限 6 名を推奨 
企業活動・職場 (記載なし) (記載なし) (記載なし) （記載なし） 

娯楽施設 同左 同左 同左 同左 

飲食店 
22 時閉店に緩和。 22 時以降の新規入店禁止、23 時閉店に緩和。 同左 24 時閉店に緩和。1 テーブルあたり

の人数を屋内 6 名、屋外 8 名に緩
和。 

商業施設 同左 同左 同左 営業時間制限の撤廃。 
スポーツ関係 同左 同左 同左 24 時終了に緩和。 

文化関係 
同左 同左 同左 映画館、劇場、音楽堂の営業は 25

時まで。 
病院・介護施設等 (記載なし) (記載なし) (記載なし) (記載なし) 
教育施設・保育施

設等 
(記載なし) (記載なし) (記載なし) (記載なし) 

罰則措置 同左 同左 同左 同左 

根拠法令 
DECRETO 7/2021, de 12 de febrero 
ORDEN 154/2021, de 12 de febrero 

不明 不明 不明 

出典 

https://www.comunidad.madrid/noticias/2021/0
2/12/retrasamos-limitacion-movilidad-cierre-
hosteleria-2300-jueves 

https://www.comunidad.madrid/notas-
prensa/2021/04/09/comunidad-madrid-
prorroga-14-dias-limitacion-movilidad-
nocturna-2300-horas-amplia-restricciones-
otras-siete-zbs-localidad 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/file
s/doc/sanidad/210507_np_sanidad_medidas_tras_e
l_estado_de_alarma.pdf 

https://www.es.emb-
japan.go.jp/files/100195448.pdf 
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4-4 考察 

 ロンドン（英国）、ダブリン（アイルランド）、ルクセンブルク（ルクセンブルク）、ベルリン（ドイツ）、

マドリード（スペイン）の 5 都市におけるロックダウン等の感染防止対策による市民の行動変容及び交

通事故状況の変化を調査したところ、市民の行動変容として 5 カ国・都市すべてで人出の減少傾向がみ

られた（ロンドン、ベルリンは状態別死者数等のデータあり。マドリードは事故件数のみデータあり。

ダブリン、ルクセンブルクは都市別のデータが無いので、国全体のデータを用いている。）。また、交通

事故状況の変化について、2020 年の死者数をみるとアイルランド及びルクセンブルクでは 2019 年対比

で微増しているものの英国、ドイツ、スペインでは減少していた。死傷者数でみるとすべての国で減少

していた。 

特徴的な点として、英国、ルクセンブルク、アイルランドでは自転車乗車中の死者数が増加していた

点、ドイツ、スペインにおいては自転車乗車中の死者数は減少していたものの 2020 年の国毎の全体の

死者数の減少率（ドイツ：2019 年比約 11%減、スペイン：2019 年比約 22%減）と比較すると自転車乗

車中の死者数の減少率（ドイツ：2019 年比約 4%減、スペイン：2019 年比約 11%減）は小さかった等

自転車乗車中の死者数が挙げられる。また、全体の交通事故死者数が少ないルクセンブルク、アイルラ

ンドでは 2019 年比で 2020 年の歩行中の死者数が増加していた。ダブリンではポスト・コロナのモビ

リティの変化に対応するため、想定するモビリティの変化を公表しており（Dublin City Covid Mobility 

Program）、このなかで公共交通機関のキャパシティは 2019 年対比 80%減、徒歩交通量は同 100%増、

自転車交通量は同 200％増を想定し、歩行者の安全確保策や自転車レーンの安全性向上等を定めている。

これらのことから、新型コロナウイルス感染症の影響から人々の移動手段が歩行や自転車へとシフトし、

それに伴い歩行者や自転車の交通事故が増加しており、今後、歩行者や自転車の交通安全対策が求めら

れる。 

また、都市別の状態別死者数のデータが得られたロンドン、ベルリンでは、ロンドンは英国全土の傾

向と同じく 2020 年の全体の死者数は 2019 年と比較して減少しているにもかかわらず、自転車乗用中

の死者数は増加していた。また、ドイツ全土では死者数が減少（全ての状態別でも減少）していたが、

ベルリンでは、死者数全体が増加しており、状態別では二輪車乗車中（2019 年：2 人
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図表 4- 2 月別自動車走行距離の推移（令和元年・令和 2 年） 

 

【出典】令和 3 年交通安全白書 

 

図表 4- 3 月別交通事故死者数 

 
【出典】令和 3 年交通安全白書 

 

 

 

  


